
平塚市木造住宅耐震診断技術者登録要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、平塚市木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱（以下「耐震補助金要綱」とい

う。）に定める耐震診断、耐震改修設計又は現場監理を行う耐震診断技術者の登録を実施すること

について、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要領に定めのない用語の定義は、耐震補助金要綱による。 

（登録資格等） 

第３条 耐震診断技術者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１） 平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、寒

川町、大磯町、二宮町又は中井町に在勤又は在住すること。 

（２） 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第１項の規定による資格を有する建築士で

あること。 

（３） 建築士法第２３条の規定により建築士事務所の登録をしている設計事務所に所属している

こと。 

（４） 平成２４年度以降に実施された、一般財団法人日本建築防災協会が主催（又は共催）する

診断及び改修マニュアルに関する講習会（以下「講習会」という。）を修了していること。 

（５） 建築士法第２２条の２第１号から第３号までに規定する定期講習を修了していること。 

（耐震診断技術者の業務等） 

第４条 耐震診断技術者の業務は、別表で定める耐震化促進事業の区分に応じ同表に定める業務と

する。 

（耐震診断等の料金） 

第５条 耐震診断の料金は、次のとおりとする。 

（１） 延べ床面積が１５０㎡以下の場合  ９２，０００円（消費税を含む。） 

（２） 延べ床面積が１５０㎡超える場合 １０１，０００円（消費税を含む。） 

２ 耐震診断技術者は、耐震診断、耐震改修設計又は現場監理の料金について、あらかじめ依頼者に

見積りを提示し了解を得たうえで業務を行うこと。 

（耐震診断技術者の責務） 

第６条 耐震診断技術者の責務は、次に掲げるものとする。 

（１） 市民が安心して耐震化促進事業ができるように誠意をもって業務に当たること。 

（２） 各業務については、耐震診断技術者の責任において自らが行うこと。 

（３） 業務上知り得た秘密を漏らさないこと。 

（４） 指定された料金を超える報酬を受け取らないこと。 

（登録の申請） 

第７条 登録を受けようとする者は、平塚市木造住宅耐震診断技術者登録申請書（第１号様式）に次

に掲げる書類を添付して市長に申請するものとする。 

（１） 建築士の資格を証する書面の写し 

（２） 建築設計事務所の登録を証する書面の写し 

（３） 第３条第１号に掲げる区域への在勤又は在住を示す書面の写し 



（４） 第３条第４号の講習会及び同条第５号の定期講習の修了を証する書面の写し 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の登録申請書を受理したときは、速やかに資格審査を行い、登録を適当と認めた場

合は、平塚市木造住宅耐震診断技術者名簿（第２号様式）に申請者の氏名等を登録し、平塚市木造

住宅耐震診断技術者登録決定通知書（第３号様式）により申請者にその旨を通知し、平塚市木造住

宅耐震診断技術者証（第４号様式）を交付する。 

３ 市長は、前項の平塚市木造住宅耐震診断技術者名簿を一般に公開するものとする。 

（登録の変更） 

第８条 耐震診断技術者は、前条第１項の申請内容に変更が生じた場合は、速やかに平塚市木造住宅

耐震診断技術者登録申請書に変更内容の確認ができる書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

（登録の有効期限） 

第９条 耐震診断技術者の登録の有効期限は、第７条第２項の規定に基づく登録の日の属する年度

の３月３１日とする。 

２ 市長は、前項の有効期限又はこの項の規定により延長された有効期限が到来する場合において、

耐震診断技術者が第３条各号に掲げる登録資格等を引き続き満たすと認めるときは、これらの有

効期限を１年を超えない範囲で延長することができる。 

３ 市長は、前項の規定により有効期限の延長を行う場合は、文書にて耐震診断技術者に通知する。 

（登録の取消し） 

第１０条 市長は、耐震診断技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該耐震診断技術者の

登録を取り消すことができる。 

（１） 第３条の登録資格を欠いた場合 

（２） 耐震診断技術者の業務を適切に行わなかった場合 

（３） 耐震診断技術者の責務に反する行為があった場合 

（４） 自ら登録の抹消を申し出た場合 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が耐震診断技術者として不適切と判断した場合 

（その他） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、耐震診断技術者の登録について必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行時期） 

１ この要領は、平成２７年３月１日から施行する。 

２ 第５条については、平成３０年４月１日から施行する。 

 （有効期限） 

３ この要領は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。 

（廃止） 

４ 平塚市木造住宅耐震診断技術者登録要領（平成２４年５月１日施行）は平成２７年３月３１日を

もって廃止する。 

 （令和元年１０月１日前に決定通知等がされている場合の耐震診断の料金） 

５ 令和元年１０月１日前に耐震補助金要綱第７条の規定による耐震診断事業の決定通知又は耐震

補助金要綱第１０条の規定による通知がされている場合、かつ、令和元年１０月１日以降に耐震診



断事業が終了した場合の耐震診断の料金は、第５条第 1 項の規定を適用する。 

附 則 

この要領は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和２年３月３１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和３年３月３１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年３月３０日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年３月３０日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和７年２月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和８年３月３１日から施行する。ただし、第９条第１項の改正規定は、同年４月

１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 改正後の平塚市木造住宅耐震診断技術者登録要領の規定に基づく耐震診断技術者の登録の有効

期限の延長に係る手続きは、この要領の施行の日前においても行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第４条関係） 

耐震化促

進事業 
業 務 業務の内容 

耐震診断

事業 
耐震診断 

既存建物調査 

診断マニュアル第８章「調査方法」に従い地盤、基礎、

耐力要素等について現地調査を行う。ただし、老朽度と

劣化の調査については精密診断法の仕様で調査を行う。

（天井裏、床下等へ進入し調査を行う。） 

また、住宅の外観・内観のほかに、耐力壁（種類と厚

み）・有開口壁（下がり壁、開口部、腰壁の位置関係）・筋

交い（厚みと向き）・劣化箇所・火打ち材・基礎等が分か

る写真を撮影する。 

耐震診断計算 
現地調査に基づいて、一般診断法又は精密診断法によ

る計算を行う。 

報告書の作成 

現場の調査記録（写真を含む。）、耐震診断経過及び結

果、講評（補強の見通しを含む。）、間取りや耐力要素及

び劣化要素が分かる図面、補助申請に必要な図書を作成

する。 

業務の説明 依頼者及び市へ耐震診断内容の説明を行う。 

耐震改修

設計事業 

耐震改修

設計 

改修計画の立

案 

耐震診断結果を分析の上、改修計画を依頼者に提案、

打合せを行い、計画を確定する。（防火耐震工事の計画の

場合、軒裏、外壁及び開口部を防火構造とするための計

画を含む。） 

工事図面及び

仕様書の作成 

平面図及び改修内容が分かる図書（仕様書等）を作成

する。（防火耐震工事の計画の場合、外壁（屋外側、屋内

側）、軒裏及び開口部の改修仕様が分かる図書（大臣認定

構造の場合、その詳細図及び認定番号等）を含む。） 

耐震診断計算 
改修計画に基づいて、原則精密診断法による計算を行

う。（一般診断法も可） 

改修工事費の

見積り 

施工者から見積りを取り、内容の精査を行う。（防火耐

震工事の計画の場合、耐震改修に係る費用が分かる内容

の見積りとする。） 

報告書の作成 
耐震改修設計図書の取りまとめ及び補助申請に必要な

図書を作成する。 

業務の説明 依頼者及び市へ耐震改修設計内容の説明を行う。 

耐震改修

工事事業 
現場監理 工事監理 

設計図書どおりに現場が施工されているかの確認、各

工程の施工確認、工事施工者への指導を行う。 



また、各施工箇所における解体後の状態と、各施工工

程（屋根葺き材、筋交い、接合部金物、アンカー、構造用

合板等の面材とその受材、配筋、基礎打ち増し、劣化箇

所の改善、仕上げ等）状況の写真を撮影する。 

検査立会い 市による中間検査時とする。 

報告書の作成 
施工・監理の記録（写真を含む。）の整理及び補助申請

に必要な図書を作成する。 

業務の説明 依頼者及び市へ耐震改修工事内容の説明を行う。 

防火耐震 

工事事業 
現場監理 

工事監理 

設計図書どおりに現場が施工されているかの確認、各

工程の施工確認、工事施工者への指導を行う。 

また、各施工箇所における解体後の状態と、各施工工

程（屋根葺き材、筋交い、接合部金物、アンカー、構造用

合板等の面材とその受材、配筋、基礎打ち増し、劣化箇

所の改善、仕上げ等）状況の写真を撮影する。 

外壁（屋外側、屋内側）、軒裏及び開口部の改修に係る

部分については、防火構造の構造方法（告示又は大臣認

定構造）の仕様への適合状況を確認し、使用材料（規格、

厚み、大臣認定番号等）及び施工状況の写真を撮影する。 

検査立会い  市による中間検査時とする。 

報告書の作成 
施工・監理の記録（写真を含む。）の整理及び補助申請

に必要な図書を作成する。 

業務の説明 依頼者及び市へ防火耐震工事内容の説明を行う。 

その他 啓 発 市民への、耐震化促進事業に関する啓発を行う。 

１ 各報告書は、依頼者への報告用及び市長への提出用として各一部作成すること。 

２ 耐震診断計算を行う際に使用することができる診断プログラムは、日本建築防災協会による

「木造住宅耐震診断プログラム評価（２０１２年版診断法）」又は「木造住宅耐震診断プログ

ラム評価(２０２５年版診断法)」を取得したものとする。 

３ 診断マニュアルに関することは、一般財団法人日本建築防災協会に問い合わせること。 

４ 写真はＡ４用紙にカラーで印刷し、撮影位置とその状況について記入すること。 

 


